
事業活動方針平成２２年度事業推進概要・

(平成２２年４月１日から同年１２月２３日)１［事業推進概要］

地域暴排、職域暴排の活発な取組、行政による暴排施策の実施、警察当局

の強力な暴力団取締り、暴力団排除条例の制定など官民あげての暴力団排除

活動が展開されております。

こうした暴力団排除活動の盛上がりから、暴追センターは平成２２年度の

事業活動方針として、暴力団被害者等の「駆け込み寺」としての機能をフル

に発揮して、府民の期待に応える活動を展開することに目標設定を行い

○気軽に相談できるセンター

○不当要求責任者講習の充実

に重点を置き事業に取組ました。

また、当面の懸案事項であった新公益法人制度改革においても、全力投球

でのぞみその結果、平成２２年１２月１７日京都府知事から公益認定通知を

いただき同月２４日登記完了公益財団法人として新たにスタートすることに

なりました。

(平成２２年１２月２４日から翌年３月３１日)２［事業活動方針］

平成２２年度の残り約３ヶ月間も、公益財団法人としての名に恥じぬよう

○公共工事の入札に伴う格付加点講習

○地域、職域暴排組織に対する支援活動

等積極的な事業活動を展開してまいります。



１ 広報啓発活動

( ) 広報資料等の作成配布1

○ 「京都府民だより」に登載

○ 「暴追センター会報」の作成 （１，０００部）

○ パンフレット・ビデオ・暴排グッズの作成配布・貸出

○ 京都市営地下鉄に電照看板の設置（従来の７カ所に看板を設置、１年

契約 「京都駅・北大路・丸太町・五条・山科・醍醐・くいな橋」）

○ 京阪バス（山科 、京阪宇治交通バス（京田辺）に後部大型看板広告）

（１年契約）

○ 山科区国道１号線横断陸橋添加式「ＰＲ標語看板標識」設置整備

○ 各事業所に「暴力追放看板」配分（２６台）

○ マスコミ媒体を活用した新聞掲載等

「 」 （ ）・ 産経新聞 チャリティーキャンペン 記事に伴う暴力追放広報 ４月

・ 毎日新聞「盲導犬を贈ろう」記事に伴う暴力追放広報 （５月）

（ ） （ ）・ 近畿の警察官表彰 産経新聞 記事に伴う暴力追放広報 １１月

○ 京都府広報「交通安全運動広報チラシ（平成２２年夏の交通事故防止

府民運動）に暴排啓発登載配布 （７月）

○ 責任者講習受講者用配付資料（パンフレット）

（ ， ）・ 不当要求防止責任者教本 ２ ０００部

「 」 （ ， ）・ 公務員対象 行政対象暴力の現状と対策 他 １ ０００部

「 」 （ ， ）・ 企業対象 企業対象暴力の現状と対策 他 １ ５００部

「 」 （ ， ）・ 共通一般 民暴相談のしおり １ ５００部

「 」 （ ， ）・ 暴力団情勢と対策 １ ５００部

○ ビデオテープ等（２２年度整備分）

・ みんなの力で ＶＨＳ １巻

・ 今 必要な勇気 ＶＨＳ １巻

・ 一粒の勇気 ＶＨＳ １巻

○ 冊子・パンフレット等

・ 暴力団の介入を防止するために（暴排条項） （５００部）

・ 暴力追放Ｑ＆Ａ （２０００部）,

・ 京都府下暴力団情勢 （４０００部）,

○ ポスター・カレンダー等の作成配布

・ 暴追標語入り２０１ 年カレンダー （５００部）1



（ ， ）・ 暴排啓発ポスター １ ０００部

( ) 行政機関、団体等の発行する広報誌紙等への掲載依頼2

「 」 「 」京都府発行の 府民だより や各市町村発行の広報誌紙に よろず相談

などの機会を捉えて、事業内容の掲載を依頼しセンター事業の普及宣伝に

努めた。

( ) 暴排資料の配布等3

暴排ビデオ・横断幕・タスキの貸出しや、パンフレット・チラシ等を地

域・職域暴排大会・研修会及び各種会合等において、配布するなど広報啓

発活動に努めた。

( ) 暴力追放府民大会の開催4

１０月１５日 「京都テルサホール」において、府内の市町村・各暴力、

追放対策協議会メンバー・企業及び暴力団排除活動に熱意のある一般市民

等約８５０名の参加を得て、第１部式典（表彰・大会宣言等）と、第２部

ＮＨＫ報道局社会記者の板倉弘政氏による「記者の眼からみたヤクザ社会

の最前線 その実態は・・・」をテーマとした特別講演を実施した。

( ) 各地域、職域「暴力追放大会」等への参加と支援活動5

地域、職域及び自治体の暴追大会、総会、研修会等は専務理事、事務局

次長が可能な限り積極的に参加し、組織犯罪対策第一課と連携のもと暴排

講演、資料の提供等の支援を行うとともに暴排意識の高揚に努めた。

( ) 主要な行事等参加支援状況6

○ 第３３回京都地区企業防衛対策協議会総会 （ ４月）

○ 京都府犯罪被害者支援連絡協議会総会 （ ４月）

○ 京都府遊技業協同組合総会 （ ５月）

○ 京都府建設業協会通常総会 （ ５月）

○ 京都銀行警察連絡協議会総会 （ ６月）

○ 第３２回少年を明るく育てる京都大会 （ ７月）

○ 京都労働局警察等暴力排除連絡協議会設立総会 （ ７月）

○ 京都府自動車販売店暴力対策協議会総会 （ ８月）

○ 京都府証券警察連絡協議会総会 （ ８月）

○ 京都府銀行警察連絡協議会研修会 （ ８月）

○ 京都府建設業協会定時総会 （ ９月）

○ 近畿弁護士会連合会民暴委員会 （１０月）

○ 第２７回暴力追放 少年非行防止宇治市 久御山町住民大会（１１月）・ ・



２ 組織活動の支援

( ) 大会、総会、研修会等を通じての支援1

全国暴力追放運動中央大会（１２月）に参加した他、地域、職域暴排組

織が開催する各種暴排大会、総会、研修会等に専務理事・事務局次長の

いずれかが積極的に参加し、暴排講演・配布資料提供等の支援を行った。

また、各業界に対して 「暴力団情勢と対策 「暴力団の介入を防止す、 」、

るために（暴排条項 」の冊子、暴追センター会報、行政対象暴力に関す）

るアンケート調査の冊子を組織支援活動の一環として配布した。

( ) 不当要求防止責任者に対する支援2

・ 新しく選任された不当要求防止責任者講習については、対応要領等身

につける絶好の機会であることから、受講者と関連があり理解しやすい

事例を選び、ビデオ・ロールプレイング式講習を行った他、実際に取り

扱う個々の事案について個別に質問が寄せられた場合には、その都度具

体的な指導と支援を行った。

・ 平成２３年４月「京都府暴力団排除条例」施行に伴い、京都府の建設

公共工事入札業者に対する責任者講習受講格付け加点の臨時講習を実施

し、関連がある理解しやすい事例を選び、ビデオ・ロールプレイング式

講習を行った。

( ) 暴力追放功労表彰（１０月１５日京都テルサホール於）3

○ 京都府暴力追放功労表彰

「みんなの力で暴力・銃器追放京都府民大会」において、地域、職域

で、暴排活動を積極的に推進し、多大な功労があった

２団体

① 西日本高速道路関西地区不当要求防止対策協議会

② 京都府銀行警察連絡協議会

３個人

① 弁護士 京都弁護士会民暴委員会所属 西村 幸三 氏

② 弁護士 京都弁護士会民暴委員会所属 竹下 義樹 氏

③ 弁護士 京都弁護士会民暴委員会所属 中島 俊則 氏

に、京都府暴力追放運動推進センター会長（京都府知事）から表彰状が

授与された。

○ 近畿ブロック暴力追放運動推進センター連絡協議会表彰

近畿地区において特に功労があり、その活動の模範となる団体及び個



人に贈られる表彰であり、

３団体

① 堀川地域暴力対策協議会

② 京田辺・綴喜暴力追放協議会

③ 相楽郡暴力追放対策協議会

に近畿管区警察局長と近畿ブロック暴力追放運動推進センター会長であ

る大阪府知事の連名表彰状が授与された。

○ 感謝状（個人）

公益財団法人移行に関し、監事として経理業務について適切な指導・

助言を行い、公益法人化に貢献があった

税理士 田中 裕司 氏

に、京都府暴力追放運動推進センター会長（京都府知事）から感謝状が

授与された。

○ 全国暴力追放功労表彰

「２２年全国暴力追放運動中央大会」において、多年にわたって暴排

活動に尽力し、暴力団等に係る犯罪等の防止に功労のあった

暴力追放功労団体

東山地区暴力犯対策協議会

に警察庁長官と全国暴力追放運動推進センター会長の連名による表彰状

が授与された。

( ) 賛助会員（団体）に対する支援4

賛助会員に対して、インターネットメール及びファックスによる情報提

供（センターだより等 「みんなの力で暴力・銃器追放京都府民大会」）、

で特別講演された板倉弘政著者の書籍「ヤクザマネー」の配布等暴力追放

運動の高揚に努めた。

３ 相談活動

( ) 相談所の開設1

○ 常設相談所

センター事務局において、土・日・祝日を除く毎日、暴力相談を開設

（午前９時～午後４時まで）している。

○ よろず相談所の開設（京都府北部対象）

、 「 」 、舞鶴市 舞鶴警察署等が主催した よろず相談所 が年２回開設され



センターの暴力追放相談委員を派遣するなど、積極的に支援した。

○ インターネット上に当センターホームページ及びモバイルサイト運用

運用による支援。

( ) 相談活動状況（受理状況 ～ )2 H22.4.1 H22.12.23

（ ）相談受理状況 ５００件 前年同期対比 ＋２０７件

（ ）電話 １８８件 － ２４

（ ）相 談 方 法 面接 １１０件 ＋ ６９

（ ）インターネット等 ２０２件 ＋１９０

（ ）暴力団員 ４２件 ＋ ３

（ ）対象別相談 右翼標榜者 ４件 － ４

（ ）不明 ４５４件 ＋２０８

暴力的不当要求行為 ２５７件 約 ％51.4

刑法等の罪に関するもの ３件 約 ％0.6

暴力団事務所関係 １件 約 ％0.2
相 談 内 容

離脱・加入強要等 ７件 約 ％1.4

責任者講習 １８８件 約 ％37.6

その他 ４４件 約 ％8.8

( ) 相談活動等に対する広報3

○ 京都府・各市町村等発行の広報誌紙及びセンター発行の暴力相談チラ

シ（３種）を配布し広報に努めた。

４ 少年対策事業

( ) 支援活動1

７月４日、円山公園で開催の「第３２回少年を明るく育てる京都大会」

主催（京都府少年補導連絡協議会）に協賛するとともに大会に参加した。

( ) 地域における大会・研修会2

講習・研修会・総会等において暴力団排除と少年の暴力団への加入阻止

について講演・挨拶を行った。



５ 受託事業 ( ～ )H22.4.1 H22.12.23

( ) 実施回数1

平成２２年 平成２１年 前年同期対比

実 施 回 数 ５０回 ５２回 － ２回

受 講 人 員 ３８２１人 ３１７４人 ＋ ６４７人, ,

( ) 講習種別と実施回数等2

種 別 回数（前年対比） 受講人員（前年対比）

選任時講習 ３３回（－３ ） ２１９９人 （－３２４）,

定 期 講 習 １１回（－５） ４３７人 （－２１４）

臨 時 講 習 ６回（＋６） １１８５人 （＋１１８５）, ,

計 ５０回（－２） ３８２１人 （＋６４７）,

センター
７５１回 ４１４０１人,

発 足 後

( ) 職業別受講人員3

公 務 員 交 通 運 輸 金 融 業 等 そ の 他 計

４９１人 ８３人 １５０人 ３０９７人 ３８２１人, ,
－６８ －３０ ＋６９ ＋６７６ (＋６４７)（ ） （ ） （ ） （ ）

凡例 （ ）は、前年対比

※ その他は、食品販売業、飲食業、行政書士、保護司、道路管理者等

( ) 使用教材等4

○ 不当要求防止責任者教本（実態編・法令編・対応編）

○ 講習用資料パンフレット等

・ 行政対象暴力の現状と対策 ・ 民暴相談しおり

・ 暴力団情勢と対策 ・ 企業対象暴力の現状と対策

○ 暴排ビデオ等の効果的活用

「黒い契約者～不当要求を許さない社会へ～」 「シャットアウト」

「社会 暴力団～暴力団、社会から孤立へ～」VS



○ 受講修了書等の交付（配布）

・ 受講修了書（選任時講習受講修了書・定期講習受講修了書）

・ 「不当要求防止責任者選任事業所」プレート

６ 救済事業

見舞金等支給状況

種 別 件数 内 容

２２歳男性は、暴力団会長と金銭貸借関係にあ

保護活動支援 ったが返済に窮したことから恐喝未遂・強要未遂

金の支給 ２件 を受け、被保護者から被害届を受け警察に保護を

求めてきたことから５万円を支給した。

他 １ 件 （９月）

① 公益法人に関し理事会・評議員会での説明、

（ ）ゴールデン 申請に必要な各種経理書類作成等貢献 ９月

武士賞の表彰 ３件 ② 民暴相談委員として暴力団排除活動に精励

（ ）９月

③ 暴力団員による器物損壊事件の捜査協力
）(９月

山口組傘下組織組長による傷害事件の被害者
見舞金の支給 １件

。 ）(３３歳)に対し見舞金３万円を支給した (７月

７ 研修事業

民暴研修会

７月２日、１０月１０日京都府弁護士会等主催の「民暴研究会」に、府

警組織犯罪対策第一課長とともに参加し、三者間による研修及び意見交換

等を行った。

８ その他研修活動

( ) 暴力追放相談委員会研修会1

７月２２日、東京・九段会館において全国センターが主催する「暴力追



放相談委員研修会」に参加した。

( ) 近畿ブロック暴追センター連絡協議会2

９月２９日、近畿ブロック暴追センター連絡協議会に参加し意見交換等

研修を行った。

( ) 他府県暴力追放大会への参加3

近畿府県実施の暴力追放大会

○ 兵庫県 ７月２７日 神戸文化ホール

○ 大阪府 １１月１５日 大阪国際交流センター

に参加した。

９ その他（新公益法人移行作業完了）

公益法人制度改革に伴う関連３法（平成２０年１２月１日施行）に伴い、

当センタ－ではこの改革作業に対して積極的に取り組み、財団法人から公益

財団法人への移行に向け作業に取り組み，

平成２２年 ６ 月１８日 移行認定申請

１２月１７日 京都府知事から公益財団法人の認定

１２月２４日 公益財団法人設立登記

（１２月２３日付けで財団法人は解散）

を行い、新たな公益財団法人としてスタートすることになった。


